
















おわりに 

 障害幼児通園施設と統合保育の場(幼稚園・保育園)における障害児の療育意義を検討し

てきた。 

 双方にそれぞれの意義が確認されているが,種々の専門スタッフとの協調関係が維持さ

れ保育者の充足があると,大多数の障害幼児の統合保育は可能で,療育上の成果もより弾力

的で豊かなものを感じさせる。 

 一方近年の障害児のもつ障害の重度・重複化は,統合保育の場で多領域の職業者の協調関

係の得られない場合,その療育を困難・不可能にしており,障害児施設への逆戻り現象も生

じている。 

 そういう状況で,障害児施設のもつ高度の専門的技能や経験は,統合保育の場に提供され

ることが求められ,障害児施設と幼稚園・保育園の協力作業の結果,統合・交流療育が可能

となって大きな成果を得る場合が多くなった。 

 本研究者らの別の研究(心身障害児の地域ケアと母子保健システムに関する研究)の検討

結果を考慮すると,1 歳半健診ないしそれ以前の乳児健診における障害の早期発見に引き

続く(超)早期療育には,障害児施設のもう療育機能や母親への療育指導的役割の意義非常

に木きいと思われるが,児童同士の集団環境の応用が発達援助・促進に効果をもつ時期に

は,'障害児施設の機能のオープン化や,地域内の多様な専門家の協調作業を基盤にするこ

とで,統合・交流保育(療育)の意義がより大きなものとなることが期待される。 

 本研究者らの作業は,上記の事実を示唆するし,わが国の各地(例・東大阪市療育センター,

東京足立あけぼの学園,北九州市総合療育センター)の早期療育活動をはじめとする地域社

会との協調作業の成果は,そのような障害児療育のありかたの展望を開くものであろう。 


